
原材料の8割以上を国産の安心できる食材を使用しています。ご高年者や持
病をお持ちのご本人はもちろん、ご家族やケアマネジャーの皆様にもご指示
いただいております。また、安否確認メールというシステムでお弁当を配達
したときに、登録したメールアドレスに自動でメールが届くシステムを使っ
ているので離れて暮らす家族の皆様にとても安心するとご支持いただいてお
ります。

透析食 ６３０円

ムース食 ５５０円

やわらか食 ６００円

普通食

カロリー調整食

たんぱく調整食

塩分調整食

柔らか食

ムース食

４５０円

４５０円

５５０円

５５０円

５５０円

５５０円

配食時にご利用者様の見守りをしっかり行います。
また、お食事はお食事らしくをモットーに、ご飯はお茶碗で、おか
ずも自社調理でご家庭の味でご提供いたします。

女性スタッフ配達員が丁寧に対応いたします。
お食事も見守りも安心してお任せください。
年中無休でお届けします。

普通食

ムース食

普通食おかずのみ ３５０円

配食サービス業者一覧表

業者名　所在地　連絡先

容器形態
回収容器

使い捨て容器

配食のふれ愛
草加店

厚生労働省が策定した配食ガイドラインに沿った栄養価であり、普通食はた
んぱく質量を1食平均18g以上摂取でき、フレイル・低栄養の予防にもおす
すめです。配達員は極力ルートで固定しており、利用者とのコミュニケー
ションを積極的に図っています。月1回のごちそうの日は普段使用しない贅
沢な高級食材を使用した献立を提供し好評を頂いております。

宅配クック1・2・3
東埼玉店

八潮市八潮3-12-21

ＦＡＸ ０４８－９９７－５０３３

支払方法
月末現金払い
銀行振り込み

口座振替

電話
消化にやさしい食

利用料（税込）食事の種類

０４８－９９７－５０１１

カロリー調整食

花よりだんご
花畑店

足立区花畑１－８－６

電話

支払方法

たんぱく調整食草加市弁天5-34-4-101
電話
FAX

０４８－９５１－３０４２
０４８－９５１－３１４８

カロリー調整食

ＦＡＸ

０３－３８０２－６２１１

０３－５６０４－８４８９

０４８－９１６－０１００

容器形態
回収容器

 使い捨て容器

支払方法
月末現金払い
銀行振り込み

口座振替

ＦＡＸ ０４８－９５１－１０５８

電話 ０４８－９５１－５１４５
八潮市中央１－１３－６

０４８－９１８－３３０７

草加市八幡町６９５－１

支払方法
月末現金払い
銀行振り込み

口座振替

容器形態
回収容器

 使い捨て容器

０４８－９５４－６８９３

普通食

５５０円
低たんぱく食 ５５０円

ムース食 ４５０円
カロリー調整食おかずのみ

高年者向け栄養バランスの良い配慮したお弁当です。ご希望に合わ
せ一口大、刻み、お粥、軟飯、とろみ、アレルギー対応させていた
だきます。お弁当屋の3分間サービスを提供しております。（服薬の
お声がけ、電子レンジでお弁当の温め、ゴミ捨てなど）

たんぱく調整食 ５５０円

４３０円

カロリー調整食

４５０円

電話

月末現金払い
銀行振り込み

口座振替

容器形態
回収容器

 使い捨て容器

４００円

カロリー調整食 ６００円

株式会社
 べにはな配食

ライフデリ
草加八潮店

容器形態
回収容器

使い捨て容器

支払方法

普通食

腎臓食 ６３０円

支払方法
月末現金払い
銀行振り込み

口座振替
高年者向けの味付け、食材の安全にこだわったお弁当を日替わり献
立で、まごころを込めてお届けします。

４５０円ＦＡＸ ０４８－９５４－６８９４

月末現金払い
銀行振り込み

口座振替

容器形態
回収容器

 使い捨て容器

まごころ弁当
草加店

草加市花栗１－２３－４
電話

ＦＡＸ

４３０円
６１０円
６１０円
６１０円
６１０円
６１０円

低たんぱく食おかずのみ ４５０円

５５０円

普通食
カロリー・塩分調整食
たんぱく・塩分調整食

やわらか食
ムース食
透析食

ムース食

５５０円

５５０円

４５０円

普通食 ４３０円

６１０円

４００円



　

【問い合わせ】
草加市　長寿支援課　相談支援係
電話　０４８－９２２－１２８１（直通）
FAX　０４８－９２２－３２７９

利用の
流れ

○利用者1人に対し、配食業者が１日１回昼食または夕食時に栄養のバランスのとれたお弁
当を、定期的にお届けし、その際、利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった等は、
関係機関に連絡等を行います。
○裏面にある配食業者から選択できます。普通食の他、カロリー調整食や、低たんぱく食な
どがあります。また、おかゆやおかずをきざみにすることもできます。

○６５歳以上のひとり暮らしの高年者、もしくは高年者のみの世帯で、自ら買い物等の外出
や食事の調理が困難であり、かつ、ほかの方から食事の提供が受けられない人。

○配食業者、食事の種類によって異なります。裏面をご覧ください。
　お支払い方法は、月末現金払いや口座振り込み等、配食業者とご相談ください。

○配食サービスは特に安否確認に重点を置いた事業です。
　　お弁当はできる限り手渡しで受け取っていただきますようお願いいたします。
　　緊急連絡先の登録をしていただきます。
○衛生管理上、お受け取り後、２時間以内にお召し上がりください。
○普通食とカロリー調整食などの特別食の併用はできません。

○１日１回、昼食または夕食、月曜日から日曜日まで祝日も配達します。
　（年末年始は休業します。）
○昼食は、午前１０時３０分から午後０時３０分、夕食は、午後３時から午後６時の間に配達
します。
　道路や天候の状況等で、時間が前後することがありますので、ご了承ください。

内容

対象者

利用料金

注意事項

配達日
配達時
間

○配食サービスを利用する必要がなくなったとき（調理・買い物ができるようになった、家族
等から食事の提供を受けることができるようになった）。
○家族と同居するようになった。
○施設等に入所した。
○草加市から転出した。

〇配食業者に連絡するとき・・・配食時間の変更（昼食→夕食、夕食→昼食）や、短期間（１日
から１週間程度）の利用休止、配達時に不在になることが分かった。配達の遅延の問い合わ
せ等。
〇市役所長寿支援課に連絡するとき・・・配食業者の変更、長期の利用中止、住所の変更、
緊急連絡先の変更等。

利用でき
なくなる
時

連絡窓口

○配食業者の変更は、変更しようとする日の２週間前（閉庁日の場合はその前開庁日）まで
に長寿支援課に電話連絡してください。
○その他の変更は、前日の午後３時までとなります。

変更の
期限

配食サービス事業のご案内

長寿支援課に申請

（窓口・郵送）
利用申請

決定通知

配食業者が事前訪問

支払い方法等確認

利用開始

１週間～２週間程度


